
 

1 

 

北海校校友会会則 
令和８年４月１日施行 

第１章 総 則 

（名 称） 

第１条 本会は、北海校校友会（以下、「本会」という。）と称し、事務局を北海高等学校内に置

く。又は、他の定められた場所に置くことができる。 

（目 的） 

第２条 本会は、北海高等学校（以下、「母校」という。）卒業生の親睦及び、母校の後援を行い、

品位と品格を重んじ、高校教育振興及び会員相互の親睦、研鑽を通じて教育文化の発展

に寄与することを目的とする。 

（事 業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（1） 母校の歴史的史実の継承と保全に関する事業 

（2） 会報「校友だより」の発行に関する事業 

（3） 校友の集いの開催など会員の親睦及び福祉に関する事業 

（4） 会員名簿の把握と管理に関する事業 

（5） 母校を後援するための事業 

（6） 校友会奨学金の運営・管理に関する事業 

（7） その他、目的達成に必要と認める事業 

（会 員） 

第４条 本会は、母校の卒業生をもって会員とする。 

2. 会員は会則第２条、第３条の定めを、誠実に履行しなければならない。 

3. 母校の教職員（旧教職員も含む）は特別会員として、本会の活動に参加することが

できる。 

（準会員） 

第５条 本会は、在校生を卒業するまで準会員とする。 

2. 母校に在籍したことがある者の取扱いは同期会に委ねるが、会員になることは出来

ない。 

（名誉顧問） 

第６条 本会に、名誉顧問を置くことが出来る。 

2. 名誉顧問は１名とし、前校長が就任し先任者は退任する。 

（顧 問） 

第７条 会長が認めた場合に本会に、顧問を置くことができる。 

2. 顧問は１名とし、前会長が就任し先任者は退任する。 
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第２章 役 員 

（役 員） 

第８条 本会は、次の役員を置く。 

（1） 名 誉 会 長 １名母校の校長がその任に当たる。 

（2） 会 長 １名会員の中から選考する。 

（3） 副 会 長 ３名１名は母校の教頭がその任に当たる 

（4） 常 任 委 員 若干名各専門部から２名（部長、副部長） 

（5） 事 務 局 長 １名幹事会の承認得て、教職員より会長が委嘱する 

（6） 事務局次長 ２名１名は母校の事務長、１名は会員がその任に当たる。 

（7） 幹 事 若干名各期４名以内、支部長会若干名 

 

第９条 第８条に定める役員候補者は、別に定める役員選考規程に基づき、役員選考委員会が会

員の中から選考し、幹事会の議を経て総会の報告を必要とする。 

（役員の任務） 

第１０条 第８条に定められた役員は次の任務を行う。 

（1） 名 誉 会 長  母校と校友会の連携を図り、必要に応じて各種会議に出席する。 

（2） 会 長 本会を代表し会務を統括する。 

（3） 副 会 長 会長を補佐し会長事故ある時は代行する。 

（4） 常 任 委 員 本会の運営に関する重要事項を協議し執行する。 

（5） 事 務 局 長 本会の事務局を統括し、事務処理に当たる。 

（6） 事務局次長 事務局長を補佐し、事務処理に当たる。 

（7） 幹 事 会を構成し、各専門部の活動に当たる。 

（役員の任期） 

第１１条 役員の任期は１期３年とする。但し、再任は妨げないものとする。 

2. 会長の任期は３期９年を限度として退任する。 

3. 役員に欠員が生じた場合は幹事会で補充選任し、任期は前任者の残任期間とする。 

 

第３章 機関及び構成 

（総 会） 

第１２条 総会は承認機関とし、年１回、会長が招集する。総会は事業・決算報告、予算、 

その他、必要事項について報告する。 

2. 臨時総会は、常任委員会が必要と認めた場合及び幹事会の過半数の要請があった場

合に開催する。 

（幹事会） 

第１３条 幹事会は、本会の議決機関であり、第８条の役員を以って構成する。 
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2. 幹事会は、事業報告及び決算、事業計画及び予算、役員の選考、その他の重要な事項

を審議する。 

3. 幹事会は、出席幹事を以って成立し、出席幹事の過半数によって議決し、可否同数の

場合は、議長の決するところによる。 

（常任委員会） 

第１４条 常任委員会は、本会の執行機関であり、年に４回、会長が招集する。 

2. 常任委員会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長及び常任委員（各専門部の部長、

副部長）を以って構成する。 

（支部長会） 

第１５条 支部長会は、年に１回、会長が招集し、支部活動の報告や情報交換、支部活動に必要

な議案を協議する。 

（専門部） 

第１６条 本会に、第３条の事業を円滑に推進するため、専門部を置き、次の活動を行う。 

（1） 財 政 部 会費納入状況の把握、財政健全化の推進、予算・決算の確認、 

その他財政全般に関すること 

（2） 奨学支援部 校友会奨学金の運営と管理 

（3） 広 報 部 会報「校友だより」の発行、ホームページの更新、保守管理 

（4） 組織強化部 会員の親睦活動の企画と運営 

（5） 総 務 部 事務局と連携を図り、各種会議及び事業の開催、各専門部間の連絡調整 

2. 各専門部に部長、副部長を各１名置く。 

3. 各専門部の会議は、部長が必要に応じて招集する。 

（事務局） 

第１７条 事務局は、本会の各機関並びに母校との連絡調整を行い、会務を推進する。 

 

第４章 会 計 

（会計の区分） 

第１８条 本会の会計は、一般会計及び特別会計とする。 

2. 一般会計は、入会金、終身会費、運営協力金、寄付金の収入をもって充当する。 

3. 特別会計は、必要に応じて設け、経費は一般会計及び寄付金から充当する。 

（入会金・終身会費） 

第１９条 入会金及び終身会費は次の通りとし、母校の卒業時に納入するものとする。 

（1） 入 会 金  ４，０００円 

（2） 終 身 会 費 １０，０００円 

（運営協力金・寄付金） 

第２０条 運営協力金及び寄付金の金額は特に定めず、納入者の善意を尊重する。 
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2. 運営協力金は、会費と別に校友会の財政確保のため、常任委員会の議を経て、広く 

会員に協力を依頼する。 

3. 寄付金は、必要に応じ目的を明確にし、幅広く協力を依頼する。 

（公正の確保） 

第２１条 本会の会計は、別に定める会計規程に基づき処理を行い、常に収支の状況を明確にし、

必要に応じて開示しなければならない。 

（会計年度） 

第２２条 本会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

（会計監査） 

第２３条本会に、会計監査を２名置く。 

2. 会計監査は、本会の会計を監査し総会に報告する。 

3. 会計監査の選出及び任期は、第８条の役員に準ずる。 

4. 本会の収支については、年度末に監査を受けるものとする。ただし、会長が必要と認

めた場合、その都度、監査を受けるものとする。 

5. 監査は、会長が立会いのもとで行うものとする 

 

第５章 支 部 

（支部の設置） 

第２４条 本会は、本部地域以外に支部を設けることができる。 

（支部の設置範囲） 

第２５条 本会の支部は、道内の市町村毎に、道外は都府県毎に１支部を設けることができる。 

2. 前項の規程にかかわらず、職域その他特殊事情に応じて支部を置くことができる。 

（支部の活動） 

第２６条 支部は所属会員の親睦を図り、第２条の目的達成のため活動を行う。 

（支部の届け出） 

第２７条 新たに支部を設けようとするときは、支部規約、役員及び会員名簿を添えて、 

会長あてに申請し、幹事会の承認を受けるものとする。 

2. 新たに支部を設ける場合は、支部会員数が概ね１０名を条件とする。 
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第６章 ＯＢ・ＯＧ会 

（ＯＢ・ＯＧ会の設置） 

第２８条 本会に、クラブ活動別のＯＢ・ＯＧ会を置くことができる。 

（ＯＢ・ＯＧ会の活動） 

第２９条 ＯＢ・ＯＧ会は、所属会員の親睦を図り、第２条の目的達成のために活動を行う。 

（ＯＢ・ＯＧ会の届け出） 

第３０条 ＯＢ・ＯＧ会を設立する場合は、会員数を概ね１０名とする。 

2. 設立後、速やかに役員及び構成員を会長に提出し、常任委員会の承認を受けるものとす

る。 

 

第７章 その他 

（表 彰） 

第３１条 本会の発展に特に尽力された会員を、常任委員会で推薦し、幹事会の承認を得て総

会で表彰する。 

（除 籍） 

第３２条 会員が、本会の名誉を著しく傷つけた場合は、幹事会の決議により、除名すること

ができる。 

（慶 弔） 

第３３条 本会の、慶弔に関わる事項は常任委員会で審議し、対応するものとする。 

（公 告） 

第３４条 本会の公告は、会報「校友だより」又は電磁的方法をもって行う。 

 

 

 

 

附 則 

昭和４１年 ５月１０日改正 

昭和４２年 ５月２４日改正 

昭和４８年 ５月２５日改正 

昭和５６年１０月３０日改正 

昭和５７年 ５月１８日改正 

昭和６１年 ２月２６日改正 

昭和６２年１１月２７日改正 

平成１０年 ３月２６日改正 

平成２３年 ５月２７日改正 

平成２８年 ５月２７日改正 

令和 ８年 ４月 １日改正 


